
サービス付き高齢者向け住宅の概要

１．登録基準 （※有料老人ホームも登録可）

《ハード》 ・床面積は原則25㎡以上 ・構造・設備が一定の基準を満たすこと
・バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）

《サービス》 ・サービスを提供すること （少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供）
［サービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助 等］

《契約内容》 ・長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないなど、
居住の安定が図られた契約であること

・敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
・前払金に関して入居者保護が図られていること
（初期償却の制限、工事完了前の受領禁止、保全措置・返還ルールの明示の義務付け）

こここここここここここここ

こここここここここここここ

こここここここここここここ

こここここここここここここ

24時間対応の訪問看護・介護 「定期巡回随時対応サービス」の活用

高齢者の居住の安定確保に関する法律（改正法 施行H23.10.20）

登録戸数255,062戸
（令和２年４月30日現在）

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、

ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

３．行政による指導監督
・ 報告徴収、事務所や登録住宅への立入検査
・ 業務に関する是正指示
・ 指示違反、登録基準不適合

の場合の登録取消し

サービス付き高齢者向け住宅

住み慣れた環境で
必要なサービスを受けながら

暮らし続ける

２．登録事業者の義務
・ 契約締結前に、サービス内容や費用について

書面を交付して説明すること
・ 登録事項の情報開示
・ 誤解を招くような広告の禁止
・ 契約に従ってサービスを提供すること
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有料老人ホームの概要
１．制度の目的

○ 老人福祉法第29条第１項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。

○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない（株式会社、社会福祉法人等）。

○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市長・中核市市長の指定を受けなければならない。

３．提供する介護保険サービス

○ 老人を入居させ、以下の①～④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス（複数も可）を提供している施設。

２．有料老人ホームの定義
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※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では
居室面積等の基準を定めている(例：個室で１人あたり13㎡以上等) 11



○ 管 理 者― １人［兼務可］ ○ 生 活 相 談 員― 要介護者等：生活相談員＝100：1

○ 看護・介護職員― ①要支援者：看護・介護職員＝10：1 ②要介護者：看護・介護職員＝3：1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
※ 夜間帯の職員は１人以上

○ 機能訓練指導員― １人以上［兼務可］ ○ 計画作成担当者― 介護支援専門員１人以上［兼務可］
※ただし、要介護者等：計画作成担当者100:1を標準

１．制度の概要

○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能
訓練、療養上の世話のことであり、介護保険の対象となる。

○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム ② 軽費老人ホーム（ケアハウス） ③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。

○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。
２．人員基準

① 介護居室：・原則個室 ・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適
当な広さ ・地階に設けない 等

② 一時介護室：介護を行うために適当な広さ

③ 浴室：身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

④ 便所：居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

⑤ 食堂、機能訓練室：機能を十分に発揮し得る適当な広さ

⑥ 施設全体：利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

３．設備基準 請求事業所・受給者の推移 （千人）

※「事業所数」は短期利用を除く。地域密着型を含む。出典：介護給付費等実態調査（各年度3月分）
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有料老人ホームに該当する
サービス付き高齢者向け住宅

○ サービス付き高齢者向け住宅の事業者が、有料老人ホームの要件となっている「①食事の提供」「②介護の提
供」「③家事の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを「住宅事業の一部として」実施している場合、
そのサービス付き高齢者向け住宅は「有料老人ホーム」に該当することとなる。

○ 住宅事業者の希望の有無にかかわらず、上記４サービスのどれか一つでも提供していれば、
その住宅は有料老人ホームとなり、老人福祉法の指導監督の対象となる。

健康管理

任意サービス
（有料老人ホームサービス）

有料老人ホームに該当しない
サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅
としての義務付けサービス

提供する 提供しない
状況把握・生活相談サービス 100% ―
食事の提供サービス 96.1% 3.9%
入浴等の介護サービス 48.5% 51.5%
調理等の家事サービス 52.2% 47.8%
健康の維持増進サービス 62.0% 38.0%

老人福祉法の
指導監督対象

実際の登録情報※（R1.8末時点） (n=7,089)

食事の提供生活相談 安否確認 家事の供与介護の提供

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

※出典：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム 15



○サービス付き高齢者向け住宅
○介護付有料老人ホーム

（特定施設入居者生活介護）

○「介護付有料老人ホーム」では、ホーム事業者が提供する介護保険サービスをホーム内で受けられる。（介護保険法に
基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けているホームの場合）

○「サービス付き高齢者向け住宅」「住宅型有料老人ホーム」では、必要に応じて、入居者自身が外部のサービス事業者
と契約して、介護保険サービスの提供を受ける。

※なお、「サービス付き高齢者向け住宅」について、「有料老人ホーム」に該当するものは、特定施設入居者生活介護
の指定を受けることは可能。

医療

外部サービス（単独施設・併設施設）
※入居者が事業者を自由に選べる

○住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームの入居時の介護サービス利用方法
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有料老人ホーム
・老人福祉法第29条第１項に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持
及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度。
・老人を入居させ、以下の①～④のサービスのうち、いずれかのサービス（複数も可）を
提供している施設。
① 食事の提供 ② 介護（入浴・排泄・食事）の提供
③ 洗濯・掃除等の家事の供与 ④ 健康管理

サービス付き高齢者向け住宅
・高齢者住まい法第５条に基づき、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する等、以下の基
準を満たす高齢者向けの賃貸住宅等の登録住宅。
《ハード》 床面積は原則25㎡以上、バリアフリー（廊下幅、段差解消、手すり設置）等
《サービス》少なくとも、①安否確認サービス、②生活相談サービスのいずれかを提供。

サービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホーム

特定施設入居者生活介護

（サービス付き高齢者向け住宅の施設数・定員数は、サ付き情報提供システムによる（R2.3時点））
（有料老人ホームの施設数・定員数は厚生労働省調べ（R1.6.30時点））

サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老
人ホームに該当するもの
※ 食事の提供のサービスを提供するものは約

97% ⇒大部分が有料老人ホームに該当

特定施設入居者生活介護
・介護保険法第８条第11項に基づき、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の
世話のことであり、介護保険の対象となる。

介護付き有料老人ホーム
（有料老人ホームのうち、特定施
設入居者生活介護の指定を受け
たもの）

施設数：7,600棟
定員数：254,747名

うち特定
施設数：560棟
定員数：28,033名

施設数：14,118棟
定員数：539,995名

（サ高住除く）

施設数：4,070棟
定員数：246,194名

（サ高住除く）

住宅型有料老人ホーム
（有料老人ホームのうち、特
定施設入居者生活介護の
指定を受けていないもの） (出典)平成28年度老健事業「高齢者向け住まい及び住まい事業

者の運営実態に関する調査研究」（株式会社野村総合研究所）
施設数：10,029棟
定員数：293,326名
（サ高住除く）

施設数：4,630棟
定員数：274,227名

各サービスの関係図

17


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	有料老人ホーム及び�サービス付き高齢者向け住宅の現状
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	高齢者のニーズについて
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33

